（別記第１号様式）
                                              　　      　　年　  月　  日
                県税事務所長  様
住所

納税義務者
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号
農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税

徴収猶予申請書

  農地等の取得に対する不動産取得税について地方税法附則第12条第１項の規定を適用されたく地方税法施行令附則第10条第２項により申請します。
	　贈与を受けた年月日               　　年    月    日
　課税年度                         　　　 　　　　年度
　通知書番号                        　 第　　      号
　課税標準額                                          円
　税　　　額                                          円



（別記１号様式　裏面）

同　　意　　書

私は、下記事項に同意の上、表面の農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税徴収猶予申請書を提出いたします。

１　徴収猶予の継続届出

　　徴収の猶予を受けた受贈者は、３年毎に引き続き徴収猶予を受けたい旨の届出書（農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税徴収猶予継続届出書）を提出しなければなりません。

　　該当する年には、県税事務所より２月初旬から中旬に届出書を送付しますので、決められた期限までに提出してください。

２　納税義務免除の届出

贈与を受けた農地等の徴収猶予については、贈与者又は受贈者が死亡した場合、その不動産取得税の納税義務が免除となりますので、直ちに県税事務所にご連絡ください。

県税事務所から「農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税納税義務免除届出書」を送付しますので、すみやかに提出してください。

３　徴収猶予期間が終了した場合

　　贈与を受けた農地等の徴収猶予については、２のとおり贈与者又は受贈者が死亡した場合は納税義務免除となりますが、納税義務免除になるまでに下表の各事項に該当した場合には、徴収猶予終了日をもって徴収猶予が終了するとともに、納期限の翌日から徴収猶予終了日までの期間に応じて延滞金がかかりますので、直ちに県税事務所にご連絡ください。


　　【例】　徴収猶予が平成元年３月から開始された後、平成23年3月に徴収猶予が終了

した場合、平成元年の３月から22年間分の延滞金がかかります。
	該　当　事　項
	徴収猶予終了日

	１　贈与者の推定相続人でなくなったとき
	その日から２月を経過する日

	２　農業経営を廃止したとき
	　その廃止した日から２月を経過する日

	３　贈与を受けた農地等の面積の10分の２を超える譲渡等をしたとき
	その該当しないこととなった日から２月を経過する日

	４　贈与を受けた農地等の面積の10分の２以下の譲渡等をしたとき
	譲渡等した対価に対応する部分について譲渡した日から２月を経過する日

	５　３又は４の場合で、譲渡等をした日から１年以内に譲渡等の対価で別の農地等を取得する見込みであることにつき、税務署長(不動産取得税のみ徴収猶予を受けた場合は県税事務所長)の承認を受けたとき
	(１)　別の農地等を取得しなかった部分に対応する部分については、譲渡等の日から１年２月を経過する日

(２)　別の農地等を取得したときは、譲渡がなかったものとされる

	６　徴収猶予の適用を受けることをやめようとする場合において、税額及び延滞金を納付し、その旨の届出書を県税事務所長に提出したとき
	その届出書の提出があった日

	７　納期限後10年を経過する日において準農地が農地又は採草放牧地として農業の用に供されていない場合
	　当該10年を経過する日の翌日から２月を経過する日

	８　貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等について、次の(１)から(３)までに該当することとなったとき

(１) 貸付特例適用農地等に占める借受代替農地等の面積が10分の８未満となったとき

(２)　借受代替農地等の全部又は一部に耕作の放棄があったとき

(３)　貸付特例適用農地等を借り受けた者が、その農地等の全部又は一部につき、その者の農業の用に供していないとき（耕作放棄があった場合を含む。）
	左欄の（１）の場合は、その事実が生じた日から２月を経過する日

左欄の（２）の場合は、借受代替農地等について農地法第36条第１項の規定による勧告があった日から２月を経過する日

左欄の（３）の場合は、受贈者がその事実が生じたことを知った日から２月を経過する日

	９　一時的道路用地等の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定に基づき貸付けを行っている場合で、当該貸付期限が到来したとき
	(１)　一時的道路用地等の用に供された農地等のうち、貸付期限を過ぎても農業の用に供していない部分について、貸付期限から２月を経過する日

(２)　貸付期限後、遅滞なく農業の用に供している場合は、貸付けはなかったものとみなす。

	10　受贈者が特例付加年金の支給を受けるため受贈者の推定相続人のうちの１人に対して農地等を貸付けている場合に、推定相続人がその有する権利を譲渡等した場合又は農業経営を廃止した場合
	受贈者が譲渡等又は農業経営の廃止をしたものとみなし、譲渡等した日から２月を経過する日

	11　10の推定相続人が受贈者の推定相続人でなくなったとき
	受贈者が贈与者の推定相続人ではなくなったものとみなし、その日から２月を経過する日

	12　営農困難時貸付農地等について、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅があったとき
	贈与を受けた農地等に権利設定があったものとみなし、左欄の権利消滅があった日から２月を経過する日

	13　営農困難時貸付農地等について、耕作の放棄又は権利消滅があった日から２月以内に、新たな営農困難時貸付けを行っている旨又は受贈者の農業の用に供している旨の届出書を税務署長（贈与税の失格者については県税事務所長）に提出したとき
	　新たな営農困難時貸付け等を行った部分又は受贈者の農業の用に供した部分について、耕作放棄又は12の権利設定又は新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす

	14　耕作の放棄又は権利消滅があった日の翌日から１年を経過する日までに、新たな営農困難時貸付けを行う見込みであるとき
	耕作放棄又は権利消滅があった日から２月以内に、新たな営農困難時貸付けができない事情及び新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日等について、税務署長（贈与税の失格者については県税事務所長）の承認を受けた場合は、耕作の放棄及び権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

	15　14の右欄の承認を受けた受贈者が、新たな営農困難時貸付けを行った場合又は受贈者の農業の用に供した日から２月以内に、その旨を税務署長（贈与税の失格者については県税事務所長）に届け出たとき　
	（１）左欄の届出書に係る部分以外の部分は、耕作の放棄又は権利消滅があった日の翌日から１年２月を経過する日

（２）新たな営農困難時貸付けを行った部分については、新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

	16　14の右欄の承認を受けた受贈者が、耕作の放棄又は権利消滅があった日の翌日から１年を経過する前に、受贈者の農業の用に供したにもかかわらず４の届出書の提出をしなかったとき
	受贈者の農業の用に供した部分については、受贈者の農業の用に供した日に権利設定があったものとみなし、その日から２月を経過する日

	17　徴収猶予を10年以上（貸付時において65歳未満である場合には、20年以上）受けている者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき特定貸付けを行った場合に、特定貸付けに関する届出書等を提出しなかったとき
	当該特定貸付けを行った日から２月を経過する日
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